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「カスタマーハラスメント対策セミナー」　～職場の安全を築くために～

中小企業大学校サテライトゼミ「DX・デジタル化の進め方」

◆その他情報

◆研修会・セミナー情報

適切な価格転嫁の促進に向けて　～滋賀県ホームページ～

中小企業庁「成長加速マッチングサービスの事業者先行登録開始」

◆補助金・助成金情報

第13回「事業再構築補助金」

長浜市商工会からのお知らせ 

令和7年2月3日（第83号）

令和7年度「酒類業振興支援事業費補助金」

「中小企業省力化投資補助金」

第13回「事業再構築補助金」

◆補助金・助成金情報

「事業承継・M＆A補助金」



対象：

公募期間： 令和7年1月10日（金）～令和7年3月26日（水）18時まで

補助金の詳細は添付チラシ、中小企業庁ームページをご覧ください。

中小企業庁ホームページ：

②

応募期間： 令和6年6月25日（火）～随時受付中

補助率は1/2、補助上限額は従業員数ごとに異なります。

補助金の詳細は添付チラシ、中小企業庁ホームページをご覧ください。

中小企業庁ホームページ：

③

補助金の詳細は添付チラシ、国税庁ホームページをご覧ください。

国税庁ホームページ：

④

補助金の詳細は添付チラシ、中小企業庁ホームページをご覧ください。

中小企業庁ホームページ：

⑤

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/boshujoho/hojojigyo.htm

新市場進出、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切っ

た事業再構築に意欲を有する中小企業等。

https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r7/r6_m_and_a.pdf

令和7年度「女性の創業等支援助成金」

IoTやロボットなどの付加価値額向上や生産性向上に効果的な汎用製品を「製品カタログ」

から選択・導入することで、中小企業等の付加価値や生産性の向上、さらには賃上げにつな

げることを目的とした補助金です。

https://shoryokuka.smrj.go.jp/schedule/

令和7年度「酒類業振興支援事業費補助金」

酒類事業者による、日本産酒類のブランディング、インバウンドによる海外需要の開拓など

の海外展開に向けた取組及び国内外の新市場開拓などの意欲的な取組を支援することによ

り、日本産酒類の輸出拡大及び酒類業の経営改革・構造転換を図るとともに、酒類業の健全

な発達を促進することを目的とする補助金です。

「事業承継・M＆A補助金」

中小企業の生産性向上、持続的な賃上げに向けて、 事業承継に際しての設備投資や、Ｍ＆

Ａ・PMIの専門家活用費用等を支援します！

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/

「中小企業省力化投資補助金」

地域経済及び商工会女性部事業の活性化を目指し、女性による創業または経営革新への取り

組み事例等に対して、全国商工会女性部連合会が支援･助成を行います。

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r7/r6_m_and_a.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r7/r6_m_and_a.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r7/r6_m_and_a.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r7/r6_m_and_a.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r7/r6_m_and_a.pdf
https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/yosan/r7/r6_m_and_a.pdf
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/


助成対象：

予算： 総額300万円（50万円以内×6事業を想定）

募集締切： 令和7年3月7日（金）

助成金の詳細は添付の助成要領をご覧ください。

⑥

開催日時： 令和7年2月17日（月）　14：00～16：00

会場： びわ文化学習センター「リュートプラザ」ホール

（長浜市難波町505）

内容： 「ウェルビーイングな働き方」～すべての人が幸せに生きるために～　

講師： ＥＶＯＬ株式会社　代表取締役ＣＥＯ　前野　マドカ氏　

研修会の詳細、申込方法等は添付チラシをご覧ください。

⑦

日時： 令和7年2月6日（木）　14：00～16：00

実施方法： オンライン生配信（Zoomウェビナー）

講師： 特定社会保険労務士 / 公認心理師 山田 真由子 氏

セミナーの詳細、申込方法等は添付チラシをご覧ください。

商工会女性部または個人（女性部員）、グループ(代表者が女性部員であ

り、かつ当該グループ構成員の過半数が女性部員であるものに限る)が実

施する事業。

◆研修会・セミナー情報

企業内人権教育「経営者研修会」

企業における人権教育活動の重要性が年々高まっていることを踏まえ、これまでから各種団

体が連携し、企業の経営者の方々を対象とした研修会が開催されています。今年度は、子ど

もたちの笑顔あふれるまちづくりに取り組む市民団体である「長浜cheer for子育て実行委員

会」と共催、研修会が実施されます。

「カスタマーハラスメント対策セミナー」　～職場の安全を築くために～

「カスタマーハラスメント（略称カスハラ）」対策は、企業価値を高め、優秀な人材の確保

と定着につなげるためにも急務となっています。しかし、対策の必要性を感じてはいるもの

の、何をすればよいのか頭を悩ませている企業は少なくありません。 本セミナーでは、従

業員が安心して働くことができる職場づくりのために企業が取り組むべきカスタマーハラス

メント対策について分かりやすく解説されます。



⑧

研修期間： 令和7年2月27日（木）～2月28日（金）　（2日間、14時間）

会場： 長浜ビジネスサポートセンター（長浜市高田町12-34）

対象者： 経営幹部・管理者

ゼミの詳細、申込方法等は添付チラシをご覧ください。

⑨

⑩

⑪

⑫

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/syougyou/339117.html

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/network/2024/241220.html

https://www.nagahama-hp.jp/our/statistics/bid.html

中小企業大学校サテライトゼミ「DX・デジタル化の進め方」

AI、IoT、RPAなどのデジタル技術が急激に進展しており、 今後5Gの普及によりさらなる

DX・デジタル化が予想されます。 コロナウィルス感染症の影響によるリモートワーク等の

職場環境対応や労働生産性の向上など、中小企業におけるデジタル技術の活用もより一層重

要となってきています。 本研修では、DX・デジタル技術の進展が中小企業に与える 影響を

理解したうえで、実際にデジタル技術を活用して成果を上げている中小企業の事例や最新の

デジタルツールの活用法を押さえ、自社のデジタル化に向けた構想を検討します。

適切な価格転嫁の促進に向けて　～滋賀県ホームページ～

◆その他情報　（リンク先をご案内します）

「第二回製品安全4法改正ブロック別説明会」

https://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/seihin_anzen/20250120seihinanzen_kaiseisetsumei2.html

中小企業庁「成長加速マッチングサービスの事業者先行登録開始」

市立長浜病院における弁当等販売事業者募集



事業再構築補助金
ポストコロナに対応した事業再構築をこれから行う事業者を重点的に支援

事業の再構築に挑戦する皆様へ

新市場進出、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思
い切った事業再構築に意欲を有する、中小企業等の挑戦を支援します！

対象

基本要件（その他事業類型ごとに補助対象要件あり）STEP1

① 事業再構築指針に示す「事業再構築」の定義に該当する事業であること

② 事業計画について金融機関等や認定経営革新等支援機関の確認を受けること

③ 補助事業終了後３～５年で付加価値額の年平均成長率３～４％（事業類型
により異なる）以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年平均成長率３
～４％（事業類型により異なる）以上増加の達成

申請手続STEP2

◼ 公募要領で補助対象者、申請要件、対象経費、スケジュール等を確認

◼ GビズIDを取得※のうえ、電子申請システムにより申請

※本補助金の申請にはGビズID（アカウント）の取得が必要です。
ID取得に一定期間を要しますので、お早めにお手続き下さい。

STEP3 事業実施、フォローアップ

ＧビズID 検索

審査

第13回公募

◼ 交付候補者決定、交付申請・決定を経て事業を実施

【注意】事前着手制度は廃止されました。交付決定前に事業を開始された場合は、補助
金の交付対象とはなりませんのでご注意ください。

◼ 補助事業実施期間内に設備投資等を行い、実績報告書を提出

【注意】補助事業により取得する資産については、法に基づき財産処分に制限が課されま
すのでご注意ください。

◼ ３～５年の事業計画に基づき事業を実施し、事業化状況報告を提出
※５年間、毎年事業化状況報告を提出いただき、事業成果を確認します。



建物費（建物の建築・改修等）、機械装置・システム構築費、技術導入費（知的財産権導入に要する経費）、外注費（加工、設計等）、
広告宣伝費・販売促進費（広告作成、媒体掲載、展示会出展等）、研修費（教育訓練費等）等
【注】 補助対象企業の従業員の人件費、従業員の旅費、不動産、汎用品の購入費等は補助対象外です。

補助対象経費の例

事業再構築補助金事務局HP

お問い合わせ

●よくあるご質問
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/faq.html
●事業再構築補助金事務局コールセンター コールバック予約システム
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/callback.html

解体工事業
建築物の解体を行う事業者が、解体作

業時に発生する素材を使用した燃料製造
を新たに開始。

建設業

飲食料品卸売業
米、肥料、農業資材等卸売事業者が、

米加工品製造及び販売を新たに開始。

卸売・小売業

半導体製造装置部品製造
半導体製造装置の技術を応用した洋上

風力設備の部品製造を新たに開始。

製造業

事業再構築補助金の活用イメージ

事前準備から事業終了までの流れ
公募開始～交付候補者決定 交付決定～補助事業実施 補助期間終了後～事前準備
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補助事業実施期間公募申請期間 ３～5年間
事業計画実施期間

実
績
報
告

事業類型 補助上限額 補助率

成長分野進出枠（通常類型）

・ポストコロナに対応した、成長分野への大胆な事業再
構築にこれから取り組む事業者向け
・国内市場縮小等の構造的な課題に直面している業種・
業態の事業者向け

【従業員数20人以下】
1,500万円（※2,000万円）

【従業員数21～50人】
3,000万円（※4,000万円）

【従業員数51～100人】
4,000万円（※5,000万円）

【従業員数101人以上】
6,000万円（※7,000万円）

（一部廃業を伴う場合2,000万円上乗せ）
※短期に大規模な賃上げを行う場合

中小1/2（※2/3）
中堅1/3（※1/2）
※短期に大規模な
賃上げを行う場合

成長分野進出枠（GX進出類型）

・ポストコロナに対応した、グリーン成長戦略「実行計
画」14分野の課題の解決に資する取組をこれから行う事
業者向け

・中小
【従業員数20人以下】
3,000万円（※4,000万円）

【従業員数21～50人】
5,000万円（※6,000万円）

【従業員数51～100人】
7,000万円（※8,000万円）

【従業員数101人以上】
8,000万円（※１億円）

・中堅 １億円（※1.5億円）

※短期に大規模な賃上げを行う場合

中小1/2（※2/3）
中堅1/3（※1/2）
※短期に大規模な
賃上げを行う場合

コロナ回復加速化枠（最低賃金類型）

・コロナ禍が終息した今、最低賃金引上げの影響を大き
く受ける事業者向け

【従業員数５人以下】 500万円
【従業員数６～20人】 1,000万円
【従業員数21人以上】 1,500万円

中小3/4（※2/3）
中堅2/3（※1/2）

※コロナで抱えた債務の借り
換えを行っていない者の場合

［規模拡大］補助事業終了後３～５年で中小・中堅企業等から中堅・大企業等へと規模拡大する事業者の上限上乗せ

［賃上げ］①継続的な賃金引上げ及び②従業員の増加に取り組む事業者の上限上乗せ

事業類型の概要

更なる支援措置

（
5

年
間
）

https://jigyou-saikouchiku.go.jp/faq.html
https://jigyou-saikouchiku.go.jp/callback.html








令和６年度補正予算

「事業承継・M&A補助金」で
中小企業の生産性向上、持続的な賃上げに向けて、

事業承継に際しての設備投資や、

Ｍ＆Ａ・PMIの専門家活用費用等を支援します！

令和６年12月時点版

※詳細は裏面をご確認ください。

５年以内に事業承継を予定している場合の設備
投資等に係る費用を補助します

事業承継・M&Aに伴う廃業等に係る費用（原状
回復費・在庫処分費等）を補助します

※廃業・再チャレンジ枠は、事業承継促進枠・専門家活用枠・事
業統合投資類型と併用できます

令和６年度補正予算で中小機構に措置

チラシのダウンロードはこちら↑

M&A後の経営統合（ＰＭＩ）に係る費用（専
門家費用、設備投資等）を補助します

M&A時の専門家活用に係る費用（フィナンシャ
ル・アドバイザー（FA）や仲介に係る費用※、表
明保証保険料等）を補助します

※FA・仲介費用については、「M&A支援機関登録制度」に登録さ
れたFA・仲介業者による支援に係る費用のみ補助対象です

事業承継促進
枠

廃業・
再チャレンジ

枠

ＰＭＩ推進
枠

専門家活用
枠

生産性向上を目指す皆様へ



事前準備から事業終了までの流れ
公募開始～交付決定 補助事業実施※1～補助金の交付 補助期間終了後事前準備
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※1：補助事業期間内に契約・発注を行い支払った経費とする。

※2：補助金の交付については、実績報告書等を提出し、実施した事業内容の検査と経費内容等の確認により、交付すべき補助金の額

を事務局にて確定した後支払うため、交付決定された場合でも支払われないことがあるため留意すること。

３～5年間
事業計画実施期間

補助事業実施期間公募申請期間

事業承継促進枠 専門家活用枠 ＰＭＩ推進枠 廃業・再チャレンジ枠

要
件

５年以内に親族内承継
又は従業員承継を予定
している者

補助事業期間に経営資
源を譲り渡す、又は譲り
受ける者

M&Aに伴い経営資源を譲
り受ける予定の中小企業
等に係るPMIの取り組みを
行う者

事業承継やM&Aの検
討・実施等に伴って廃
業等を行う者

補
助
上
限

800~1,000万円※

※一定の賃上げを実施する
場合、補助上限を1,000万
円に引き上げ

買い手支援類型：
600～800万円※１、

2,000万円※２

売り手支援類型：
600～800万円※１

※1：800万円を上限に、
DD費用の申請する場合
200万円を加算
※2：100億企業要件を満
たす場合

PMI専門家活用類
型：150万円
事業統合投資類型：
800～1,000万円
※一定の賃上げを実施する場
合、補助上限を1,000万円に
引き上げ

150万円※

※事業承継促進枠、専門
家活用枠、事業統合投資
類型と併用申請する場合は、
それぞれの補助上限に加算

補
助
率

1/2・2/3※

※中小企業者等のうち、
小規模事業者に該当する
場合：2/3

買手支援類型：

 1/3・1/2、2/3※１

売手支援類型：

 1/2・2/3※２

※1:100億企業要件を
満たす場合：1,000万円
以下の部分は1/2、
1,000万円超の部分は
1/3
※2 ①赤字、②営業利
益率の低下(物価高影響
等）のいずれかに該当する
場合

PMI専門家活用類型： 

1/2
事業統合投資類型： 

1/2・2/3※

※中小企業者等のうち、小
規模事業者に該当する場
合：2/3

1/2・2/3※

※事業承継促進枠、専
門家活用枠、事業統合
投資類型と併用申請す
る場合は、各事業におけ
る事業費の補助率に従
う

対
象
経
費

設備費、産業財産権等
関連経費、謝金、旅費、
外注費、委託費 等

謝金、旅費、外注費、委
託費、システム利用料、
保険料

設備費、外注費、委託費
等

廃業支援費、在庫廃
棄費、解体費、原状回
復費、リースの解約費、
移転・移設費用（併用
申請の場合のみ）

応募方法等の詳細は
こちらからご確認ください

公募サイト

お問い合わせ先

補
助
事
業
完
了

交
付
決
定

交
付
申
請

支援枠の概要

補助金事務局の決定後、窓口を設置予定。















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問合せ】滋賀県商工観光労働部労働雇用政策課  ☎ 077-528-3751  📧 fe0001@pref.shiga.lg.jp 

 

滋賀県主催 令和６年度 労務管理セミナー

職場からオンライン

で参加できます！ 

参加費無料 

「カスタマーハラスメント（略称カスハラ）」対策は、企業価値を高め、優秀な人材の

確保と定着につなげるためにも急務となっています。しかし、対策の必要性を感じて

はいるものの、何をすればよいのか頭を悩ませている企業は少なくありません。 

本セミナーでは、従業員が安心して働くことができる職場づくりのために企業が取り

組むべきカスタマーハラスメント対策について分かりやすく解説します。 

日 時   2025年 2月 6日（木） 14：00～16：00 

実施方法 オンライン生配信（Zoomウェビナー） 

講 演   「カスタマーハラスメント対策セミナー～職場の安心を築くために～」 
      

講 師    特定社会保険労務士 / 公認心理師  山田 真由子 氏 

 

 

 

対 象   県内企業の人事労務担当者、管理者、経営者等 

 

定 員   先着１００名程度 

 

県ホームページ 

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/shigoto/339227.html 

 

お申込み方法は裏面をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

主催/ 滋賀県    後援/ 滋賀労働局、一般社団法人滋賀経済産業協会、滋賀県社会保険労務士会 

 

 

 

 

約 15年の OL生活を経て、2006年 12月に開業。現在は、社労士業務を行う傍ら

コンサルタント・講師・筆者という三つの肩書で活動中。採用・定着・育成の専門家として

活動している。『外国人労働者の雇い方完全マニュアル』C&R研究所、『会社に泣き寝入

りしないハラスメント防衛マニュアル 部長、それってパワハラですよ』徳間書店、『すぐに

使える！はじめて上司の対応ツール』税務経理協会、 『部下を知らない上司のための育

成の極意』労働新聞社 他。 



お申込み方法 

  

「しがネット受付サービス」によりお申し込みいただけます。 

バーコードを読み取っていただくか、下記URLからフォームに沿ってお申し込みください。 

 

    

 

https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure-alias/r6roumu 

 

※下記県ホームページからもお申し込みいただけます。 

滋賀県ホームページ（https://www.pref.shiga.lg.jp/）より 令和６年度 労務管理セミナー で検索い

ただくか、下記URLを入力しアクセスしてください。 

https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/shigoto/339227.html 

滋賀県＞県民の方＞しごと・産業・観光＞しごと・雇用＞お知らせ・注意 

 

 

 

・申込時にご入力いただきましたご連絡先等の情報は、当セミナー運営および必要事項を連絡させていただく 

場合にのみ使用します。 

・本セミナーは Zoomウェビナーを利用したオンラインセミナーです。Zoomのアプリを使用します。 

・Zoomアプリのインストールされたパソコン、スマートフォンからご参加いただけます。 

・参加にかかる通信料金は、参加者負担となります。 

・申込受付後（セミナー２日前までに）、ご登録いただいたメールアドレスあてにセミナーへの参加URLと参加 

方法をお送りします。 

・本セミナーに関してご不明点等ございましたら、チラシ表面に記載しております、滋賀県商工観光労働部労働 

雇用政策課までお問い合わせください。 

  

お申し込み方法              申込受付 令和 7年 1月 26日（日）まで 

注意事項、ご案内 

 

ご不明点がありましたら、 

お気軽に労働雇用政策課まで

お問い合わせください。 

https://ttzk.graffer.jp/pref-shiga/smart-apply/apply-procedure-alias/r6roumu


研修期間

対象者

会場

講師紹介（敬称略）

研修のポイント研修のねらい

検 索

お申し込み方法、お問い合わせ先等は裏面をご覧ください。
Web からもご覧いただけます。

岩岡 博徳（いわおか ひろのり）

株式会社カレッジフェイス　
代表取締役

中小企業診断士、ITコーディネータ、東洋大学大学院経営学研究科特任教授。総合電機メーカー系商社で経営企画などに従事し、2004年に経営
コンサルタントとして独立開業、2008年に法人化し代表取締役に就任した。自社でのマネジメント改革を通し、ITによる業務効率化や事業計画策定、
PDCA型マネジメント導入を得意とする。現在は事業承継を行い、省庁や都県等の公的機関、金融機関を通して数多くの中小企業支援を行っている。

DX・デジタル化の進展が中小企業に
与える影響を理解します。

最新のデジタルテクノロジーと
中小企業での活用法が学べます。

自社のビジネスモデルや業務プロセスを
整理し、デジタル化に向けたイメージを
描きます。

　AI、IoT、RPAなどのデジタル技術が急激に進展しており、
今後5Gの普及によりさらなるDX・デジタル化が予想されます。
コロナウィルス感染症の影響によるリモートワーク等の職場
環境対応や労働生産性の向上など、中小企業におけるデジ
タル技術の活用もより一層重要となってきています。
本研修では、DX・デジタル技術の進展が中小企業に与える
影響を理解したうえで、実際にデジタル技術を活用して
成果を上げている中小企業の事例や最新のデジタルツール
の活用法を押さえ、自社のデジタル化に向けた構想を検討
します。

～業務をデジタル化するための第一歩を学ぶ～

DX・デジタル化の進め方 協 議 会

長  浜
ビジネスサポート

サテライト・ゼミは、中小機構が全国各地の中小企業を支援する機関等と
連携し、中小企業大学校で実施している研修を提供するものです。67コースNo.

企業経営・経営戦略

20 名定　員

長浜市高田町12番34号

22,000円（税込）受講料

長浜ビジネスサポートセンター

中小企業大学校　関西校

2025 年

2 27 木 〜 2 28 金

中小企業大学校 関西校
独立行政法人　中小企業基盤整備機構

経営幹部・管理者
•	 DX のイメージを掴みたい方
•	 最新のデジタルテクノロジーを把握したい方
•	 自社のデジタル化に向けた第一歩を									
踏み出したい方

（2日間、14時間）

中 小 企 業 大 学 校
サ テ ラ イト・ ゼ ミ  w i t h

月 日 時 間 科 目 内 容

2 27
木

9:30-9:40 事務連絡

9:40-12:40 なぜデジタル化が
必要か

DX（デジタルトランスフォーメーション）の概念や
中小企業にも導入可能な最新のデジタルテクノロジー
について事例を通じて学び、デジタル化の進展が
中小企業に与える影響やデジタル化しないことの
リスクについて考えます。
•	 Society5.0がもたらす社会変化　　　　　　　　　　　
（デジタル化しないとどうなるか？）
•	 DX（デジタルトランスフォーメーション）とは
•	 生成AI活用の基礎
•	 ありがちな失敗事例から学ぶ、導入前に必ずやるべきこと

13:40-17:40
デジタル化による
業務プロセスの
見直し（演習）

デジタルツールを活用して業務をどのように自動化・
効率化していくかをケース演習を交えて学びます。
•	 業務プロセスの可視化、デジタルツールの活用
•	 業務プロセスの自動化、効率化を考える（演習）

2 28
金

9:30-12:30
デジタル化による
業務プロセスの
見直し（演習）

（前日の続き）

13:30-17:30 自社のデジタル化
構想（演習）

研修のまとめとして、
自社にあったデジタル化のビジョンを描きます。
•	 自社の現状分析と課題
•	 自社のデジタル化構想（演習）

17:30-17:40 修了証書交付
※事務連絡等を含んだ時間：14 時間 20 分　　
※カリキュラムは都合により、変更になる場合がございます。
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